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人
事
委
員
会
規
則
七

二
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

―

令
和
四
年
二
月
十
五
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長

柴

田

一

宏

人
事
委
員
会
規
則
七

二
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

―

規
則
七

二
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

―

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

別
表
第
一

適
用
区
分
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一

適
用
区
分
表
（
第
二
条
関
係
）

勤
務
箇
所

職
員

調
整
数

勤
務
箇
所

職
員

調
整
数

略

略

略

略

略

略

略

略

千
秋
学
園

１

児
童
の
自
立
支
援
の
業
務
に
従
事
す
る
こ

三

千
秋
学
園

１

児
童
の
自
立
支
援
の
業
務
に
従
事
す
る
こ

二

と
を
本
務
と
す
る
職
員

と
を
本
務
と
す
る
職
員

２

児
童
の
生
活
支
援
の
業
務
に
従
事
す
る
こ

と
を
本
務
と
す
る
職
員

３

児
童
の
職
業
指
導
の
業
務
に
従
事
す
る
こ

と
を
本
務
と
す
る
職
員

２

略

二

４

略

一

３

略

５

略

略

略

略

略

略

略

略

略

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
七

二
（
給
料
の
調
整
額
）
の
規
定
は
、
令
和
四
年
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

―


